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こ う 変 わ る ２ ０ ０ ９ 年 度 税 制 改 正 大 綱 の あ ら ま し
 
 あけましておめでとうございます。２０

０９年度税制改正大綱のあらましをご案内

します。景気の低迷を受けて減税ばかりの 

改正となりました。３月中に国会の審議を

経て、正式に法律になる予定です。   

○･･減税 ×･･増税

区 分 項  目 時  期 内       容 
 

     

  法人税 
 

 

税率の引き下

げ ○ 

09年4月～ 

11年3月に

終了する期

資本金１億円以下の会社は、所得金額のうち８００

万円以下の法人税の税率を２２％から１８％に引き

下げる。 

欠損金の繰戻

し還付の復活

 ○  

09年2月以

降に終了す

る期 

資本金１億円以下の会社は、欠損金が発生した場合

前期の法人税について、前期の所得金額に対する当

期の欠損金額の割合で還付が可能。 

 

 

 

 

所得税・ 

住民税 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

住宅ローン控

除の拡充及び

延長 ○ 

 

 

09年～13年

分 

０ ９ ～ １ ３ 年 に マ イ ホ ー ム を 取 得 し て 住 宅 ロ ー

ン が あ る 場 合 、 年 末 残 高 の １ ％ を １ ０ 年 間 税 額

控 除 。 認 定 長 期 優 良 住 宅 は １ ． ２ ％ と 優 遇 。 ０

９ 年 取 得 で は 、 年 末 残 高 の 限 度 額 ５ ０ ０ ０ 万 円

で 最 大 ５ ０ 万 円 ×１ ０ 年 、 な い し 最 大 ６ ０ 万 円

×１ ０ 年 に な る 。 控 除 し き れ な い 残 額 は 住 民 税

か ら 控 除 （ 毎 年 の 限 度 額 ９ ７ ,５ ０ ０ 円 ） 。  

株式配当及び

譲渡の軽減税

率の延長 ○ 

09年～11年

分 

 

上 場 株 式 の 配 当 所 得 及 び 譲 渡 所 得 に つ い て 、 一

律 １ ０ ％ （ 所 得 税 ７ ％ 、 住 民 税 ３ ％ ） の 軽 減 税

率 を 延 長 。  

 

 

土地譲渡の優

遇税制の創設

 ○ 

 

 

09年～10年

取得分 

     

０９～１０年に取得した土地について、将来、長期

（所有期間５年超）で譲渡した場合、譲渡益から１

千万円を控除する（法人も同様）。 

個人事業主が０９～１０年に取得した土地（棚卸資

産を除く）について、その後１０年間のうちに他の

土地を譲渡した場合は、その取得した土地の取得価

額から、譲渡益の８０％（１０年取得分は６０％）

を圧縮記帳（減額）することが可能に(法人も同様）

 

 

  相続税・ 

贈与税 

 

自社株の納税

猶予制度の創

設 ○ 

 

08年10月相

続～ 

09年4月贈

与～ 
 

自 社 株 を 相 続 す る 場 合 、 評 価 額 の う ち ８ ０ ％ 相

当 の 相 続 税 の 納 税 を 猶 予 （ す で に 保 有 の 株 式 を

含 め て 株 式 総 数 の ２ ／ ３ が 限 度 ） 。 後 継 者 が 筆

頭 株 主 に な る こ と 、 雇 用 を ８ 割 以 上 確 保 し 、 ５

年 間 事 業 を 継 続 さ せ る こ と な ど が 必 要 。 贈 与 税

に つ い て も 同 様 の 制 度 が 創 設 。  

（その他）①所得税･･･長期優良住宅の新築、または省エネ、バリアフリー改修をおこなう場

合、一定の税額控除制度が創設（自己資金でも適用可）。 

②法人税、所得税･･･所有期間１０年超の事業用資産の買換えの特例（８０％課税

の繰り延べ）の適用期限を１１年１２月まで延長。 

③印紙税･･･不動産譲渡契約にかかる税率の特例を１１年３月まで延長。 

④登録免許税･･･住宅用家屋に係る様々な軽減税率の適用を１１年３月まで延長。 

⑤不動産取得税･･･宅地、商業地の標準税率の特例を１２年３月まで延長。 

（落合 孝裕） 

   

２００９年 1 月号（№１２７） 


